
議案第２０３号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  令和元年１１月２７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

Ａ第８３５号線 53 23 4 00 

さいたま市桜区大字

大久保領家字道場３

７８番１１地先 

さいたま市桜区大字

大久保領家字道場３

７８番１０地先 

Ｂ第５４０号線 99 42 4 30 

さいたま市桜区中島

四丁目３６２番５地

先

さいたま市桜区中島

四丁目３６３番１地

先

Ｄ第６８５号線 58 06 4 20 

さいたま市南区内谷

五丁目５４番１地先 

さいたま市南区内谷

五丁目５４番７地先 

Ｄ第６８６号線 77 30 4 00 

さいたま市南区四谷

三丁目９番１０地先 

さいたま市南区四谷

三丁目９番１２地先 

Ｊ第４８９号線 76 35 4 30 

さいたま市緑区大字

三室字西宿１２４５

番５地先

さいたま市緑区大字

三室字西宿１２４６

番３地先

１２８９７号線 83 34 4 00 

さいたま市見沼区大

和田町二丁目４０５

番１１地先

さいたま市見沼区大

和田町二丁目４０５

番１２地先

１２８９８号線 151 73 6 00 

さいたま市見沼区大

和田町二丁目４０７

番１８地先

さいたま市見沼区大

和田町二丁目４０７ 

番５地先

２２５９０号線 57 05 

3 

～ 

4 

51 

60 

さいたま市見沼区大

字片柳字原山１１９

３番１地先 

さいたま市見沼区大

字片柳字原山１１９

４番１地先 

３ ５ ９ ８ 号 線 58 74 5 00 

さいたま市岩槻区城

南二丁目２９０番４

地先 

さいたま市岩槻区城

南二丁目２９０番９

地先 


